
 

 

 

 

 

 

これから様々な企業に就職する学生のみなさん、私たちは、県内 11 万人

の働く仲間で組織している労働組合の連合岡山です。 

みなさん、日々、多くの職場で労働問題が発生しています。例えば、①有

給休暇が取得できない、②給与を一方的に下げられた、③不当解雇されたな

どです。就職した企業に労働組合がある場合、こうした問題は起こり難く、

仮に起こったとしても、労働組合に相談すれば、多くの場合、解決できます。しかし、ほ

とんどの中小・零細企業には、そうした労働組合がありません。 

私たち連合は、そのような企業の職場で発生した労働問題を解決するための手助けをし

ており、年間 600 件近い相談を受けています。問題発生の原因は、多くの場合、働く者

と経営者、双方ともに労働に関する法律を知らないことが挙げられます。 

私たち連合は、不幸にもこうした問題に遭遇した場合、全力で問題解決のお手伝いをす

るのはもちろんのことです。しかし、できれば、問題発生を未然に防止することにこした

ことはありません。そのためには、どのような問題が職場で発生し、

どのように解決しているのか、また、その問題に関する法律はどの

ようになっているのか、等々について、就職する以前に知っておく

ことが大変重要であると考えています。 

こういった観点から、連合は学校関係者の方などからの要請があ

れば、講師を派遣することといたしましたので、お知らせします。 

 

職場での労働問題“ゼロ”に向けて 
◇ 新たに連合岡山から講師を派遣 ◇ 


